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「寛永行幸四百年祭」総合調整支援及び参加者管理業務 

公募型プロポーザル募集要領 

 

１ 事業の趣旨・目的 

寛永３年（1626 年）、三代将軍・徳川家光が後水尾天皇を二条城に迎え、５日間に渡っ

て舞楽、能楽、和歌等でもてなした「寛永行幸」は、朝廷と幕府の融和、そして泰平の世

の到来を告げた、江戸時代を通じて最大級とも言えるイベントであった。この行幸に向け

て二条城は現在の形に改修されたほか、この行幸を通じて、のちの日本文化に多大な影響

をもたらす「寛永文化」が花開くことになった。 

令和８年（2026 年）は、「寛永行幸」から 400 年の節目を迎えるに当たり、行政・経済

界・文化芸術団体等によるオール京都の組織である「文化庁連携プラットフォーム」のプ

ロジェクトとして、二条城を中心とする寛永文化ゆかりの地において、寛永行幸の行事を

再現するイベントを実施するとともに、寛永年間に花開いた「寛永文化」を振り返る記念

祭を実施する。 

なお、本プロポーザルは、令和８度予算の成立を前提に、年度開始前の準備行為として

行うものであり、予算が成立しなかった場合、本プロポーザルの選定等は無効とする。ま

た、予算が成立した場合についても、契約の締結は令和８年４月以降の日とする。  

 

２ 業務の概要 

⑴ 業務名 「寛永行幸四百年祭」総合調整支援及び参加者管理業務 

⑵ 業務内容 別添「委託仕様書」のとおり 

⑶ 契約期間 契約締結日から令和９年２月 26日まで 

⑷ 委託上限額 17,000,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

３ 参加資格 

  企画提案に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しないこと。 

⑵ 民事再生法（平成 11 年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てをした者で

あっては更生計画の認可がなされていない者、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）

に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者

でないこと。 

⑶ 京都府税、消費税又は地方消費税の滞納をしている者でないこと。 

⑷ 企画提案募集に係る公告の日から企画提案の特定の日までの期間に、京都府の競争入

札において指名停止又は参加資格停止措置を受けていないこと。 

⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下

「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）に該当しな

いほか、次に掲げる者に該当しないこと。 

ア 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者が暴力団
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員である者又は暴力団員がその経営に関与している者 

ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的

をもって暴力団の利用等をしている者 

エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は

積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて企画提案に参加しようとする者 

⑹ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすお

それのある団体に属する者に該当しないこと。 

 

４ 参加手続 

⑴ 事務局及び問合せ先 

寛永行幸四百年祭実行委員会（以下、「実行委員会」という。）事務局 

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 番地 

京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課 

電話 075-222-4200 FAX 075-213-3181 

メールアドレス  bunka@city.kyoto.lg.jp 

⑵ 応募書類の提出期限、提出場所及び提出方法 

ア 提出期限：令和８年３月２７日（金）午後５時まで（必着） 

※ 提出期限後に到着した応募書類は無効とする。 

イ 提出場所：⑴に同じ。 

ウ 提出方法：持参（平日の午前９時から午後５時まで）又は郵送（書留郵便に限

る。） 

 

５ 事前説明会 

実施しない。 

 

６ 質疑・回答 

⑴ 受付期間：公募開始日～令和８年３月１９日（木）午後５時 

⑵ 質疑方法：事業者名・担当者名・電話番号等を必ず記載のうえ、期日までに「４

(1)」に電子メールで送付すること。なお、電子メール以外の方法での質問事項には回

答しない。 

⑶ 質疑様式等：様式は自由とするが、次の点に留意して記載すること。 

ア 件名は「「寛永行幸四百年祭」総合調整支援及び参加者管理業務に係る質問」とす

ること。 

イ 質問者の会社・団体名、部署名、役職・氏名、電話番号、FAX 番号及び電子メール

アドレスを記載すること。 

ウ 質問内容を端的に表す表題を本文に記載すること。 

※ 企画提案書の評価に係る質問には回答できない。 
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エ 回 答 日：令和８年３月２３日（月） 

オ 回答方法：質問への回答は京都市ホームページ（URL https://www.city.kyoto.lg.

jp/bunshi/page/0000351301.html ）に掲示し、個別には回答しない。 

 

７ 応募書類 

⑴ 提出書類  

別紙１「企画提案応募提出書類一覧」のとおり 

⑵ 企画提案書の作成方法 

別紙２「企画提案書作成要領」のとおり。 

なお、真に必要な場合を除き、個人の情報やこれらを類推できるような事項を記載し

ないこと。 

⑶ 提出された応募書類の取扱い 

ア 提出された企画提案書は、本プロポーザルにおける契約の相手方の候補者の選定以

外の目的では使用しない。ただし、情報公開請求があった場合は、京都府情報公開条

例に準じて取り扱うこととする。 

イ 提出のあった企画提案書は、選考を行う作業に必要な範囲において、複製を行うこ

とがある。 

ウ 提出された応募書類は返却しない。 

エ 企画提案書等の著作権は、提案者に帰属する。 

オ 企画提案書等に含まれる著作権、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第

三者の権利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提案者が負う。 

 

８ 評価方法等 

(1) 評価基準 

別紙３「企画提案の評価基準」のとおり。 

(2) 評価方法 

企画提案書、価格提案書について、評価基準に基づき、外部有識者の意見（採点

等）を聴取した上で評価する。 

(3) 候補者の選定方法 

ア 失格者を除いた者のうち、⑵の総合点が最も高い者を、契約の相手方の候補者と

して選定する。 

イ 最高点の者が複数の場合は、価格提案書の金額が最も安価な者を契約の相手方の

候補者として選定する。なお、金額も同額の場合は、当該者は、当初提案の金額の

範囲内で価格提案書を再作成し、再提出された価格提案書の金額が最も安価な者を

契約の相手方の候補者として選定する。 

ウ 参加者が１者のみであっても、プロポーザルが成立することとし、選定を行う。 

エ ア～ウに関わらず、総合点が 60 点未満の場合は、候補者として選定しない。 

 

 

 



4 

(4) その他 

次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。 

ア 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

イ  本募集要領に示した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合 

ウ 価格提案書の金額が２⑷の委託上限額を超える場合 

エ 実行委員会の示す仕様を満たさない提案を行った場合 

オ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合 

カ 評価に係る外部有識者に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合 

キ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 

 

９ 選定結果の通知・公表 

候補者選定後、参加者全員に選定又は非選定の結果を通知する。また、選定結果通知

日翌営業日以降に、下記項目について京都市ホームページ（URL https://www.city.kyot

o.lg.jp/bunshi/page/0000351301.html ）において公表する。 

【公表事項】 

（１）選定者の名称、総合点及び選定理由 

   （２）（１）以外の参加者の名称及び総合点 

    ※（１）以外の参加者の名称は、五十音順、総合点は、点数順で表記する。 

    ※参加者が２者の場合、選定されなかった参加者の得点は公表しない。 

 

10 契約手続 

⑴ 契約交渉の相手方に選定された者と実行委員会との間で、委託内容、経費等について

調整を行った上で協議が調った場合、委託契約を締結する。 

⑵ 受託者は契約金額の 100 分の 10 の額の契約保証金を契約と同時に納付しなければな

らない。ただし、京都府会計規則第 159条第２項各号に準じて、いずれかに該当する場

合は契約保証金を免除する。 

⑶ 契約代金の支払いについては、精算払いとする。 

⑷ 選定された候補者が、特別な事情等により契約を締結しない場合は、その理由を記載

した辞退届を提出すること。なお、この場合、次順位者を候補者とする。 

 

11 その他 

⑴ 参加表明書の提出後に辞退する場合は、書面により届け出るものとする。 

⑵ 企画提案書及び価格提案書については、１者につき１提案に限る。 

⑶ 共同企業体による本プロポーザルへの参加にあっては、共同企業体のすべての構成員

は、別の参加者又は別の共同企業体の構成員としてはならない。 

⑷ 提出期限以降における資格確認書類及び企画提案書の差替及び再提出は、明らかな誤

字脱字等があるときで、実行委員会の承諾を得た場合のほかは認めない。 

⑸ 企画提案書を提出した後、実行委員会が必要と認める場合は、追加書類の提出を求め

ることがある。 

⑹ 提出書類の作成、提出等に要する経費は、提案者の負担とする。 
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⑺ 書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計

量法（平成４年法律第 51 号）に定める単位とする。 

⑻ 企画提案書作成のために実行委員会から受領した全ての資料は、実行委員会の許諾を

得ないで、公表し、又は使用してはならない。 


